
2005年出上の木簡

広
島
・滋
泌
耐

（推
定
い
ろ
は
九
）
懸
測
地ち
、
遺
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
広
島
県
福
山
市
輛
町
走
島
宇
治
島
沖

（瀬
戸
内
海
）

２
　
調
査
期
間
　
　
第
四
次
調
査
　
一
一〇
〇
五
年

（平
１７
）
七
月
～
八
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
水
中
考
古
学
研
究
所

４
　
調
査
担
当
者
　
吉
崎
　
伸

５
　
遺
跡
の
種
類
　
水
中
遺
跡

（沈
没
船
）

６
　
遺
跡
の
年
代
　
江
戸
時
代
末
期

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

本
遺
跡
は
福
山
市
輛
町
沖
の
海
底
に
所
在
し
、
幕
末
の
志
士
坂
本
龍
馬
の
率

い
る
海
援
隊
の
用
船

「
い
ろ
は
九
」
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

い
ろ
は
九
は
、
慶
応
三
年

０
。

盆

八
六
七
）
四
月

一
九
日
に

×【

長
崎
か
ら
大
坂
へ
向
け
て
出
港

の
　
し
た
。
し
か
し
、
瀬
戸
内
備
後

励
灘
の六
島
沖
に
さ
し
か
か
った

焔
四
月
二
三
日
の深
夜
、
東
方
か

即
ら
対
向
し
て
き
た
紀
州
落
の蒸

剛

気
船
明
光
九
と
衝
突
し
沈
没
し

く

た
。
こ
の
事
件
は

「
い
ろ
は
九

事
件
」
と
呼
ば
れ
、
海
難
審
判
上
著
名
な
訴
訟
事
件
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

い
ろ
は
丸
は
本
来
伊
予
大
洲
藩
の
所
有
で
、
事
故
当
時
は
海
援
隊
が
借
用
し
て

い
た
も
の
で
あ
る
。
元
は
イ
ギ
リ
ス
製
の
蒸
気
船
で
、
オ
ラ
ン
ダ
商
人
ボ
ー
ド

イ
ン
に
よ
っ
て
、
薩
摩
藩
を
経
由
し
て
大
洲
藩
に
売
却
さ
れ
た
。
船
体
の
規
模

は
、
重
量

一
六
〇
ト
ン
、
三
本
マ
ス
ト
を
有
し
、
四
五
馬
力
の
蒸
気
機
関
を
搭

載
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。

一
九
入
八
年
、
福
山
市
輛
町
の
有
志
で
結
成
さ
れ
た

「輛
を
愛
す
る
会
」
は
、

坂
本
龍
馬
の
い
ろ
は
丸
を
探
査
、
引
き
揚
げ
る
計
画
を
立
案
し
、
探
査
の
結
果

輌
町
の
沖
で

一
隻
の
沈
没
船
を
発
見
し
た
。
当
初
は
町
お
こ
し
の
イ
ベ
ン
ト
と

し
て
企
画
さ
れ
た
調
査
で
あ
っ
た
が
、
対
象
と
な
る
沈
没
船
は
歴
史
的
遺
産
で

あ
り
、
埋
蔵
文
化
財
と
し
て
対
応
す
べ
き
で
あ
る
と
の
判
断
に
至
り
、
水
中
考

古
学
研
究
所

（代
表
田
辺
昭
三

〈当
時
》

に
考
古
学
的
な
調
査
を
依
頼
し
た
。

こ
れ
を
受
け
て
水
中
考
古
学
研
究
所
で
は
、　
一
九
人
八
年
か
ら
入
九
年
に
か

け
て
三
次
に
わ
た
る
調
査
を
実
施
し
た
。
そ
の
結
果
、
鉄
製
の
船
体
が
残
存
し

て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
滑
車
な
ど
の
船
具
や
陶
磁
器
類
を
引
き
揚
げ
た
。
こ

の
調
査
で
は
船
名
の
確
定
に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、
船
体
の
規
模
や
引
き
揚
げ

た
遺
物
の
出
自

・
年
代
観
か
ら
、
沈
没
船
が
い
ろ
は
九
で
あ
る
可
能
性
が
高
い

こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

そ
の
後
調
査
は
中
断
さ
れ
て
い
た
が
、
二
〇
〇
五
年
に
再
開
す
る
こ
と
と
な

り
、
再
び
水
中
考
古
学
研
究
所
が
担
当
し
て
第
四
次
の
調
査
を
実
施
し
た
。
調

査
は
こ
れ
ま
で
未
確
認
で
あ
っ
た
船
尾
の
確
認
に
重
点
を
置
き
、
船
体
後
部
を



中
心
と
し
て
検
出
作
業
を
実
施
し
た
。
そ
の
結
果
、
船
尾
を
検
出
し
、
こ
れ
ま

で
に
確
認
し
て
い
た
船
首
部
分
と
合
わ
せ
て
、
船
体
の
全
容
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
で
き
た
。
遺
物
と
し
て
は
、
帆
桁
や
肋
材
な
ど
の
船
材
、
滑
車
な
ど
の

船
具
、
ド
ア
ノ
ブ

。
か
ん
ぬ
き

。
フ
ツ
ク
な
ど
の
内
装
品
類
、
ゴ
ン
グ

・
機
械

部
品
な
ど
の
機
械
類
、
食
器

。
革
靴
な
ど
の
日
用
品
類
、
木
箱

・
稲
な
ど
の
積

み
荷
な
ど
多
彩
な
も
の
を
引
き
揚
げ
た
。
こ
の
第
四
次
調
査
の
成
果
は
、
い
ず

れ
も
記
録
に
残
る
い
ろ
は
九
の
も
の
と
矛
盾
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
沈
没
船
は
い

ろ
は
九
で
あ
る
と
確
定
で
き
る
段
階
に
至
っ
て
い
る
。

今
回
報
告
す
る
の
は
、
第
四
次
調
査
で
出
土
し
た
か
ま
ぼ
こ
状
を
呈
す
る
墨

書
木
製
品
で
あ
る
。
同
様
の
木
製
品
が
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て

お
り
、
そ
れ
に
は
鮫
皮
が
貼
り
付
け
て
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
鮫
皮
を
貼
り

付
け
る
台
座
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
つ
た
。
彼
度
は
江
戸
時
代
を
通
じ
て
刀
の
柄

や
鞘
な
ど
の
材
料
と
し
て
、
主
に
東
南
ア
ジ
ア
方
面
か
ら
輸
入
さ
れ
て
お
り
、

沈
没
船
に
積
荷
と
し
て
積
載
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

。
内
容

「
ハ
ノ
七
十
九
番

〔
ノ
ヵ
〕

ズ

ロ
〔印
四
番
力
〕

「
□
□
□

（
り
Ｐ
伽
）
×
Ｐ
Ｐ
Ｏ
×

解
］

ｏ
ｏ
〕

（
卜
∞
〇
）
×

Ｐ
Ｐ
卜
×

Ｐ
ｏ
　
ｏ
ω
牌

（
い
岸
〇
）
×

Ｐ
］
∞
×

Ｐ
Ю
　
ｏ
ｏ
〕

⑥

　

「□
　
　
　
改
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏＰ巽
ａ
ｙ
恵

寓
Ｐ

【
改
力
〕

ｍ

　

□
□
□

６

卜
９

×

命

じ

×
『
　
ｏ
餓

す
べ
て
ス
ギ
材
で
、
い
ず
れ
も
完
形
品
で
は
な
い
が
、
復
元
す
る
と
全
長
六

〇
印
幅

一
二
伽
、
中
央
部
分
が
か
ま
ば
こ
状
に
約
五
釦
ほ
ど
盛
り
上
り
、
両
端

は
ほ
ぼ
平
ら
な
も
の
に
な
る
。
裏
面
は
表
面
の
形
状
に
合
わ
せ
て
割
り
抜
か
れ

て
お
り
、
墨
書
は
い
ず
れ
も
台
座
の
裏
面
に
記
さ
れ
て
い
る
。

い
は
片
仮
名
と
数
字
が
記
さ
れ
て
お
り
、
製
品
番
号
と
思
わ
れ
る
。
②
も
同

じ
内
容
と
思
わ
れ
る
が
、
初
め
の
片
仮
名
の
み
が
残
存
し
後
半
は
判
読
で
き
な

い
。
０
は
カ
ギ
型
に
数
字
の
七
が
組
み
入
れ
ら
れ
た
目
印
の
後
に
番
号
が
記
さ

れ
て
い
る
。
製
品
を
取
り
扱

っ
た
店
の
屋
号
及
び
製
品
番
号
と
思
わ
れ
る
。
カ

ギ
に
七
の
屋
号
は
播
州
の
出
身
で
五
カ
所
商
人

（長
崎

二
爪
都
。
大
坂
・
堺
。
江

戸
の
五
カ
所
に
居
住
し
、
貿
易
品
の
入
札
権
を
も
つ
落
札
商
人
）
と
し
て
知
ら
れ
る

村
上
家
が
用
い
た
も
の
と
同
様
で
あ
り
注
目
さ
れ
る
。
④
は
片
仮
名
と
思
わ
れ

る
小
さ
い
文
字
で
何
か
を
記
し
、
そ
れ
を
棒
線
で
抹
消
し
た
上
で
、
改
め
て
右

(4)

ク
ク
シ

■
■
■
」

「
　
　

　

　
　

　

　

改

〔サ
カ
〕

□
印

（卜∞〇）〉（Ｐ］〇〉〈Ｎ　
Ｏ⇔Ｐ　　　ｐ一

（
∞
Φ
Ｏ
）
×

解
や
〇
×

Ｐ
ｏ
　

ｏ
ｏ
Ｐ

田ヤク
○ロク
と シ



周
‐――
‐――
‐――
―‐‐
―‐‐
日
日
田
日
日
日
日
日
側
悧
捌
‐　
①る

γ/々帝ヽ (7)



側
に
片
仮
名
で

「
ク
ク
シ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
「
ク
ク
シ
」
は
括

（く
く
す
）

の
連
用
形
が
名
詞
化
し
た
も
の
で
、　
一
括
り
と
い
う
意
味
と
思
わ
れ
る
。
台
座

数
点
が
入
れ
子
の
状
態
で
見
つ
か
っ
て
お
り
、　
一
〇
枚
程
度
が

一
括
り
に
東
ね

ら
れ
て
い
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。
働
は
上
段
に
屋
号
と
思
わ
れ
る
目
印
、
下

段
に
は
サ
イ
ン
と
思
わ
れ
る
丸
印
が
記
さ
れ
て
い
る
。
０
０
も
ほ
ぼ
同
様
の
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

９
　
関
係
文
献

水
中
考
古
学
研
究
所

『広
島
県
　
宇
治
島
沖
沈
船

（推
定
い
ろ
は
丸
）
調
査

報
告
圭
屋

（
一
九
九
九
年
）

同

詢沈
没
船

（
一
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
船
）
埋
没
地
点
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
―

推
定
い
ろ
は
九
―
』
（近
刊
予
定
）
（吉
崎
　
伸

（卸
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所
》

あ
　
き

，
）く
ぶ
ん

じ

広
島
・安
芸
国
分
寺
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
広
島
県
東
広
島
市
西
条
町
吉
行
字
伽
藍

２
　
調
査
期
間
　
　
一　

一
一〇
〇
四
年

（平
１６
）
四
月
～
五
月
、
二
　
一
一〇
〇

四
年

一
一
月
～
二
〇
〇
五
年

一
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
⑭
東
広
島
市
教
育
文
化
振
興
事
業
団

４
　
調
査
担
当
者
　
渡
邊
昭
人

５
　
遺
跡
の
種
類
　
寺
院
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
入
世
紀
中
葉
～

一
一
世
紀

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

史
跡
安
芸
目
分
寺
跡
は
、
広
島
県
西
部
を
占
め
る
古
代
安
芸
国
の
ほ
ぼ
中
央

に
位
置
し
、
西
条
盆
地
北
側
の

段
丘
上
に
立
地
す
る
。

第
二
三
～
二
五
次
調
査
は
、

寺
域
の
東
端
の
確
認
を
目
的
と

し
て
行
な
っ
た
。
第
二
三
次
調

伽

査
区
は
、
史
跡
指
定
地
の
外
側

市
　
に
あ
た
る
。
発
掘
調
査
の
結
果
、

測

古
代
の
遺
物
は
出
土
し
た
が
、

寺
域
を
区
画
す
る
施
設
な
ど
は


